
参考資料３

医療保険者を取り巻く最新の動向について

1.診療報酬改定及び介護報酬改定について
2.マイナンバーカードと健康保険証の一体化について





１．診療報酬改定及び介護報酬改定について
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２．マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化のポイント

・ 健康保険証を廃止（マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行い、受診する
ことを基本とする）

・発行済みの健康保険証は、施行後１年間有効とみなす経過措置

・ マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある
方には、申請に基づき、資格確認書を交付

・当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに申請によらず、資格確認書を
交付

・健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を
簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に、資格情報の
お知らせを交付

・施行日は令和６年12月２日

令和５年12月20日

第127回運営委員会資料3一部抜粋



令和５年12月12日
第５回マイナンバー情報総点検本部
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令和５年12月12日
第５回マイナンバー情報総点検本部
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